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半田商工会議所 オミクロン株対応ワクチン職域追加接種事業 

追加接種（4 回目接種）受付開始のご案内 

半田商工会議所 

半田商工会議所は、当所会員事業所等を対象として、『半田商工会議所 オミクロン株対応ワクチン職域追

加接種事業』を実施いたします。事業所の皆さまにおかれましては、従事する皆さま、ご家族等、オミクロ

ン株対応ワクチンの追加接種（4 回目接種）の機会として有効にご利用くださいますようご案内申し上げま

す。 

１. 当所が行う職域追加接種事業の概要 

実施期間 令和 4 年 11 月 24 日（木）～令和 4 年 12 月 10 日（土） 

※接種回数は全 1 回で、前回接種との間隔は 5 か月以上です。 

※所定の接種日程は別掲します。 

実施会場 半田商工会議所 3 階 大会議室（半田市銀座本町 1-1-1） 

※所定の臨時駐車場（お申し込みの事業所へ後日案内）をご利用いただきます。半田商

工会議所駐車場は利用できません。 

※臨時駐車場は近隣の半田市東本町内を予定しています。 

※期間中 9 時 00 分～18 時 00 分の間でご利用いただきます。 

接種対象 当所会員事業所、当所所定の団体所属会員事業所に従事する役員・正規社員・非正規社員

等事業所従事者ならびにご家族等、2 回目の接種を終えた 18 歳以上の全ての方 

接種規模 3,000 名（1 名 1 回接種、計 3,000 接種） 

※定員に達し次第締め切ります。 

申し込み 事業所単位（法人・個人） 

※接種を希望される個人の「接種確認・意思」を踏まえた『実数』としてください。複数回に

及ぶ申し込みも可能です。 

受付開始 令和 4年 10月 24日（月）10時 00分より 

※上記所定の日時以前の申込書は、令和 4 年 10 月 24 日（月）12 時 00 分の受領とさせて

いただきます。 

接種費用 無料（事業所負担はありません） 

ワクチン モデルナ社製（オミクロン株対応） 

接種回数 お一人あたり全 1 回（前回接種との間隔は 5 か月以上） 

その他 各企業の一日あたりの接種人数の上限を『60 名』とします 

実施協力 一般社団法人半田市医師会、一般社団法人半田市医師会健康管理センター 

実施主体 半田商工会議所 

２. 接種申し込みから接種確定までの流れ 

① 接種申し込み（一次手続き）          

手続き 本案内に同封の『接種申込書』を利用いただき、必要事項を記入の上、ファクシミリ、電子

メールによる送信、または半田商工会議所窓口に提出してください。 

 ＊電話による申し込みはできません。 

記載内容 ・日程、時間帯ごとの接種人数（個人の「接種確認・意思」を踏まえた実数としてください） 

② 接種割り当てのお知らせ          

手続き 当所より『接種割り当て通知書』を電子メール等でお知らせします。 

通知内容 ・日程 

・当日接種時間帯 

・日程、時間帯ごとの接種人数 

協力願い 接種割り当ては、申し込み時の希望を考慮しますが、希望に添いかねる場合があります。

調整にご協力ください。 
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③ 接種者名簿通知（二次手続き）         

手続き ②の「接種割り当て通知書」と合わせ、当所より『接種者名簿通知書』の書式を電子メール

等でお送りします。書式を利用いただき、各事業所で接種者名簿を作成の上、電子メール

等で提出いただきます。 

記載内容 接種日時に割り当てた接種者名簿（氏名、読み仮名、生年月日、住所地、前回接種日） 

協力願い 接種日の 5営業日前までに事業所から半田商工会議所へ送信してください 

３. 『予防接種済証（臨時接種）』、『予診票（追加接種用）』の取り扱い、事業所での接種履行管理 

 各自治体から個人に送付される『予防接種済証（臨時接種）』、『予診

票（追加接種用）』は接種時、必ず被接種者本人に持参いただきます。

接種後、『予防接種済証（臨時接種）』は 4回目（もしくは 3 回目）

の接種記録としてご本人にお渡しし、『予診票（追加接種用）』は会

場にてお預かりし、自治体への接種記録の登録手続きを進めます。 

 当所職域追加接種では、接種時に『予防接種済証（臨時接種）』、ならび

に『予診票（追加接種用）』が必要です。これらの書類は、各自治体の送

付時期に相違があります。事業所ご担当者様は、接種希望を取りまと

めの際、ご留意ください。 

 個人の接種予定日時の確定後は、本人の確実な接種の履行にご協力

ください。体調不良等、予定の接種ができない場合、事業所内での

入れ替わり等、過不足の無い接種の履行にご協力ください。接種者の

変更につきましては、速やかに半田商工会議所へご連絡いただくと

ともに、『接種者名簿通知書』を利用いただき、変更後の名簿を前日

までに提出してください。やむを得ず予定人数の接種が履行できない

場合も、決して放置せず、速やかに半田商工会議所へご連絡ください。 

４. 接種日程 ※接種時間は、申し込み後の「接種割り当て」の通知時、お知らせします 

第 1 期間 

コード 年月日 時間帯 

401 令和 4年 11月 24日（木） 午前・午後 

402 令和 4年 11月 30日（水） 午前・午後 

403 令和 4年 12月 08日（木） 午前・午後 

404 令和 4年 12月 09日（金） 午前・午後 

405 令和 4年 12月 10日（土） 午前・午後 

お問い合わせ 半田商工会議所 新型コロナワクチン職域接種事業担当 

  TEL0569-21-0311 FAX0569-23-4181 

handa-cci-shokuiki01@handa-cci.or.jp 

 

 


